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〇
経
済
産
業
省
令
第

号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
密
接
な
関
係
）

（
密
接
な
関
係
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
略
］
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一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

三

共
同
し
て
設
立
し
た
組
合
（
長
期
に
わ
た
り
存
続

［
新
設
］

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
組

合
の
組
合
契
約
書
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定

め
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
組
合
員
で
あ
る
者
が

維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
非
電
気
事
業
用
電
気
工
作

物
（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
同
条
第
五
項
に
規
定

す
る
認
定
発
電
設
備
を
除
く
。
）
そ
の
他
原
油
、
石

油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ

ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
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電
気
に
変
換
す
る
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
あ
っ

て
、
当
該
組
合
の
組
合
員
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
の

専
用
の
設
備
と
し
て
新
た
に
設
置
す
る
も
の
に
限

る
。
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）

イ

非
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
の
発
電
に
係
る
電

気
の
供
給
に
係
る
料
金
（
当
該
料
金
の
額
の
算
出

方
法
を
含
む
。
）

ロ

電
気
計
器
そ
の
他
の
用
品
及
び
配
線
工
事
そ
の

他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
事
項

第
三
条

［
略
］

第
三
条

［
略
］

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］
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三

共
同
し
て
設
立
し
た
組
合
（
長
期
に
わ
た
り
存
続

［
新
設
］

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
組

合
の
組
合
契
約
書
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定

め
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
組
合
員
で
あ
る
者
の

需
要

イ

非
電
気
事
業
用
電
気
工
作
物
の
発
電
に
係
る
電

気
の
供
給
に
係
る
料
金
（
当
該
料
金
の
額
の
算
出

方
法
を
含
む
。
）

ロ

電
気
計
器
そ
の
他
の
用
品
及
び
配
線
工
事
そ
の

他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
に
関
す
る
事
項

２

前
項
の
「
一
の
需
要
場
所
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い

２

前
項
の
「
一
の
需
要
場
所
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

三
号
に
掲
げ
る
需
要
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
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第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


